
別添１ 
 

 

 

 

 

医療介護総合確保促進法に基づく 

平成３０年度徳島県計画 

 

 

 

平成３０年１０月 

平成３１年３月改定 

令和２年１月改定 

令和３年３月改定 

令和４年１月改定 

 

徳島県 
  

　



 

目 次 

 

 １．計画の基本的事項 

 

 （１）計画の基本的な考え方 

 （２）徳島県医療介護総合確保区域の設定 

 （３）計画の目標の設定等 

 （４）目標の達成状況 

・・・   １ 

・・・   １ 

・・・   ２ 

・・・   ６ 

 

 ２．事業の評価方法 

                    

 

 

 

 ３．計画に基づき実施する事業 

 

【事業区分１－１】 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

 （１）口腔ケア連携事業 

 （２）阿南医療センター整備支援事業 

 （３－１）病床機能分化・連携促進基盤整備事業 

（３－２）病床機能分化・連携促進基盤整備事業（地域医療構想 

達成に向けた病床機能再編整備事業） 

 （４）医療と介護の空きサービス情報共有化推進事業 

 （５）ICT を活用した感染対策の地域基盤整備事業 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

 ９ 

１１ 

１３ 

 

１４ 

１６ 

１８ 

  

【事業区分２】 居宅等における医療の提供に関する事業 

 （１）在宅歯科医療連携室運営事業 

 （２）在宅医療支援のためのかかりつけ医研修事業 

 （３）在宅医療課題解決策支援事業 

 （４）訪問看護体制支援事業 

 （５）慢性期機能における医療介護連携推進のための研修事業 

 （６）在宅医療提供体制整備事業 

（７）在宅医療・介護コーディネート事業 

 （８）退院支援担当者配置支援事業 

 （９）在宅医療介護連携サポート事業 

 （10）在宅医療普及啓発事業 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

２０ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２９ 

３０ 

３１ 

 （１）関係者からの意見聴取の方法 

 （２）事後評価の方法 

・・・   ７ 

・・・   ８ 



 （11）重症心身障がい児安心確保事業 

 （12）障がい児（者）歯科医療対応力向上事業 

（13）歯科医療関係者在宅医療対応力向上支援事業 

 （14）医療健康ビッグデータ活用促進事業 

 （15）リハビリ専門職配置支援事業 

 （16）ICT 地域医療・介護連携推進事業 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

３２ 

３３ 

３５ 

３７ 

３８ 

３９ 

 

【事業区分３】 介護施設等の整備に関する事業 

 （１） 徳島県介護施設等整備事業 ・・・ ４０ 

 

【事業区分４】 医療従事者の確保に関する事業 

 （１）地域医療支援センター運営事業 

 （２）看護師等養成所運営費補助事業  

 （３）小児救急医療体制整備事業 

（４）小児救急電話相談事業 

 （５）病院内保育所運営補助事業 

 （６）看護学生臨地実習指導体制強化事業 

 （７）新人看護職員研修事業 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

４１ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

４７ 

４８ 

 （８）看護職員勤務環境改善推進事業 

 （９）女性医師等就労支援事業 

 （10）産科医等確保支援事業 

 （11）新生児医療担当医確保支援事業 

 （12）医療勤務環境改善支援センター事業 

 （13）地域医療総合対策協議会費 

 （14）地域医療提供体制構築推進事業 

 （15）感染制御啓発・多業種人材育成事業 

 （16）地域医療従事医師研修支援事業 

 （17）看護職員就業確保支援事業 

 （18）へき地看護職員確保・定着推進事業 

 （19）看護師等養成所支援事業 

 （20）臨床医確保対策推進事業 

 （21）看護職員人材育成推進事業 

 （22）看護職員キャリアアップ支援事業 

 （23）看護師等修学資金貸付事業 

 （24）地域保健従事者実践能力強化事業 

 （25）救急医療等「総合力」向上事業 

 （26）後方支援機関への搬送体制支援事業 

（27）二次救急医療体制確保支援事業 

 （28）糖尿病サポーター養成モデル推進事業 

 （29）離職歯科衛生士再就職支援強化事業 

 （30）歯科技工士人材確保養成事業 

 （31）歯科医療従事者地域偏在解消対策モデル事業 

 （32）医師事務作業補助者配置支援事業 

 （33）在宅訪問歯科診療人材確保強化事業 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５５ 

５６ 

５７ 

５９ 

６０ 

６１ 

６２ 

６３ 

６４ 

６５ 

６６ 

６７ 

６８ 

６９ 

７０ 

７２ 

７３ 

７５ 

７４ 

７７ 

７８ 

 

【事業区分５】 介護従事者の確保に関する事業 



 （１）徳島県介護総合確保推進協議会運営事業 

 （２）介護職場理解促進事業 

 （３）福祉・介護人材参入促進事業 

 （４）介護担い手養成事業 

 （５）福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

 （６）入門からマッチングまでの一体的支援事業 

 （７）若手世代の参入促進事業 

 （８）福祉・介護人材キャリアパス支援事業 

 （９）介護支援専門員資質向上事業 

 （10）介護職員等によるたん吸引等研修事業 

 （11）潜在的有資格者等再就業促進事業 

 （12）地域包括ケアシステム構築支援事業 

 （13）権利擁護人材育成事業 

 （14）介護予防推進リーダー研修事業 

 （15）新人介護職員に対するエルダー・メンター制度等導入支援 

事業 

 （16）雇用管理改善方策普及・促進事業 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

 

・・・ 

・・・ 

８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

９２ 

９３ 

 

９４ 

９５ 

 



１．計画の基本的事項
 

(1) 計画の基本的な考え方 

 徳島県は、全国に先駆けて高齢化が進んでおり、２０２０年には、高齢者人口がピーク

となります。また、山間へき地が多く、医療アクセス等において時間的・空間的要因を考

慮する必要性に加え、限界集落の割合が全国に比較して非常に高く、医療・介護を重点的

に整備した地域づくりなど緊急に対応しなければならない問題があります。 

 更に、人口１０万人当たりの医師数は多いものの、医師の４分の３が徳島市を中心とし

た東部圏域に集中、救急・産科・小児科等特定診療科における医師不足、医師の高齢化、

女性医師比率が高いなど、医療資源の効率的な活用に向けた取組を必要とする課題も多く

あります。 

 こういったことから、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築とともに、

地域包括ケアシステムの構築等により様々な課題を解決し、県民が、疾病を抱えても、自

宅等の住み慣れた生活の場で療養し、また必要な介護を受けることにより人生の最後まで

自分らしい生活を続けられるよう、県計画を策定します。 

 

(2)徳島県医療介護総合確保区域の設定 

 徳島県における医療介護総合確保区域については、東部（徳島市、鳴門市、吉野川市、

阿波市、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町）、南

部（小松島市、阿南市、勝浦町、上勝町、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町）、西部（美

馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町）の地域とします。 

 なお、身近な地域においてきめ細やかな対応を必要とする事業については、それぞれの

区域を分割し、東部Ⅰ（徳島市、鳴門市、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、

藍住町、板野町、上板町）、東部Ⅱ（吉野川市、阿波市）、南部Ⅰ（小松島市、阿南市、

勝浦町、上勝町、那賀町）、南部Ⅱ（美波町、牟岐町、海陽町）、西部Ⅰ（美馬市、つる

ぎ町）、西部Ⅱ（三好市、東みよし町）の区域とします。 

 当該圏域については、第７次徳島県保健医療計画及び第７期介護保険事業支援計画（と

くしま高齢者いきいきプラン）で設定する２次保健医療圏（３圏域）及び高齢者保健福祉

圏（６圏域）の設定状況等を踏まえ、また、各協議会等の意見を聴取した上で設定してい

ます。 

 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる（圏域のエリアは同じであるが老人福祉圏域   

は２次保健医療圏を分割し設定しているため圏域数が異なる） 
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(3) 計画の目標の設定等 

■徳島県全体 

１．目標 

   本県において高齢者人口がピークを迎える２０２０年に、全国に先駆けて「地域包括 

ケアシステム」の構築を目指すために、次の目標を設定して取り組みます。 

 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 本県においては、医療施設に従事する医師の約７５％が東部地域に集中する、いわ

ゆる「医師の地域偏在」が顕著であるため、ＩＣＴ利用による西部圏域及び南部圏域

への支援などによる医療資源の効率的な活用と、地域完結型医療提供体制の構築を図

ることを目標とします。 

   【定量的な目標値】 

・平均在院日数 

 38.6 日（平成 28 年度）→ 38.0 日（平成 31 年度までに） 

・３０年度基金を活用して整備を行う回復期病床数 １０床 

・地域における病床の機能分化・連携（地域医療構想の達成） 

 高度急性期：  ９５３床（H30）→  ７１８床（R7） 

 急性期  ：３，７９６床（H30）→２，３９３床（R7） 

 回復期  ：２，０９２床（H30）→３，００３床（R7） 

 慢性期  ：４，８８６床（H30）→２，８８０床（R7） 

 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 本県における地域包括ケアシステムの構築や、在宅医療提供体制の構築に向けた体

制の整備を図ることを目標とします。 

   【定量的な目標値】 

・平均在院日数 38.6 日（平成 28 年度） → 38.0 日 （平成 31 年度までに） 

・訪問看護ステーション利用者数 
2,889 名(平成 28 年度)→2,900 名(平成 31 年度までに) 

・後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加 

 ３８１件（平成 30 年度当初）→３８４件（平成 31 年度当初） 

 
 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

 地域包括ケアシステムの構築に向けて、将来的な施設サービス需要量を踏まえた施

設整備を図るとともに、在宅医療、在宅介護の前提となる高齢者の多様な受け皿の確

保を図っていくことを目標とします。 

   【定量的な目標値】 

   ・介護老人保健施設の開設準備支援  ６０床（１ヵ所） 

   ・特別養護老人ホーム等の改修支援 １０６床（３ヵ所） 

    ・介護療養型医療施設等の介護医療院への転換に係る開設支援 ６０床（１カ所） 

  

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

  地域における医師不足対策をはじめとした、医療人材、医療機能の確保・充実が急

務となっているため、東部圏域とその他圏域との連携を十分に図り、地域の保健医療

資源の効率的な活用と適正配置を図ることを目標とします。 
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 【定量的な目標値】 

・県内就業看護職員数（人口 10 万人対）  
1743.6 人（平成 28 年末）→1760.0 人（平成 30 年末） 

・県内で従事する女性医師数 

５４６人（平成２８年度）→５５０人以上（平成３２年度までに） 

・県内の新生児を担当する医師の延べ人数 

平成 26 年度以降の延べ人数 16 人(平成 29 年度)→20 人(平成 30 年度) 

・県内認定看護師数の増加 131 名（平成 30 年 7 月）→136 名（平成 31 年 7 月） 

・糖尿病サポーター累計資格取得者数 50 人（H29 年）→100 人（H30 年） 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 介護サービスの需要が増大される一方で介護人材は慢性的に不足していることか  

ら、介護人材の確保・定着に向けた取組を推進するとともに、専門性や介護技術の向  

上を図ることを目標とします。 

   【定量的な目標値】 

   ・介護体験セミナー等参加者５００人 

   ・就職ガイダンス・フェア参加者２００人 

   ・介護福祉士を目指す外国人留学生に対する日本語特別講座受講者１０人 

   ・スキルアップ研修、介護職員等資質向上等参加者２，０００人 

   ・たんの吸引等の医療的ケアを行う介護職員の養成２６０人 

   ・リハビリ専門職に対する介護予防推進リーダー研修等の受講者１３０人 

   ・新人介護職員に対するエルダー、メンター養成研修参加者６０人 

   ・処遇改善加算セミナー参加者３０人 

 

 

２．計画期間 

  平成３０年４月１日～令和８年３月３１日 
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■東部（※医療介護総合確保区域ごとに記載） 

１．目標 

 東部圏域は、医療施設従事医師の約７５％が集中しているものの、政策医療や高度

医療の拠点として県内の医療ニーズに完全に対応できているとは言えず、また、地域

医療の拠点として他の地域を支援することが求められていますが、県全体に必要な医

師や看護師等を供給できるだけの医療従事者養成・確保機能も不十分であるなどの課

題があります。 

これらの解消を図るため、地域医療の拠点としての機能を充実強化すると同時に、

医師確保や多職種連携、ＩＣＴ利用による他圏域への支援などにより、医療資源を効

率的に活用することを目指します。 

 また、介護保険利用見込者数の増に対応した介護施設の整備等も課題となってお

り、これらの課題を解決するため、次の目標を設定します。 

 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

 ・地域における病床の機能分化・連携（地域医療構想の達成） 

  高度急性期：  ５３８床（H30）→  ４９２床（R7） 

  急性期  ：２，８１１床（H30）→１，６０５床（R7） 

  回復期  ：１，４８７床（H30）→２，０８０床（R7） 

  慢性期  ：３，５８４床（H30）→１，９４６床（R7） 

 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

   【定量的な目標値】 

・県内の新生児を担当する医師の延べ人数 

平成 26 年度以降の延べ人数 16 人(平成 29 年度)→20 人(平成 30 年度) 

・糖尿病サポーター累計資格取得者数 50 人（H29 年）→100 人（H30 年） 

 

２．計画期間 

   平成３０年４月１日～令和８年４月３１日 
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■南部（※医療介護総合確保区域ごとに記載） 

１．目標 

 南部圏域は、県内でもいち早く高齢化が進行している地域を抱えており、広い圏域内

に集落が点在している上、交通網の整備も不十分で、医療資源が乏しいことに加え、圏

域内での医療資源の偏在が強く見られます。また、隣接する東部圏域における医師の地

域偏在や診療科偏在により、医師不足が深刻な地域となっています。例えば、南部地域

全体では無医地区が９地区存在し、へき地医療をはじめ医療提供体制の確保が課題とな

っています。 

 このため、多職種連携を進めるとともにＩＣＴを活用した遠隔支援体制の拡充や病床

機能の再編などにより、効率的に医療資源を活用し、地域完結型医療提供体制の構築を

目指します。 

 また、介護保険利用見込者数の増に対応した介護施設の整備等も課題となっており、

これらの課題を解決するため、次の目標を設定します。 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

【定量的な目標値】 

・地域における病床の機能分化・連携（地域医療構想の達成） 

高度急性期：４０５床（H30）→１７９床（R7） 

     急性期  ：６４３床（H30）→５１４床（R7） 

     回復期  ：３４８床（H30）→６１３床（R7） 

     慢性期  ：６６７床（H30）→５５７床（R7） 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標 

   【定量的な目標値】 

   ・特別養護老人ホーム等の改修支援 １０６床（３ヵ所） 

・介護療養型医療施設等の介護医療院への転換に係る開設支援 ６０床（１カ所） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

   【定量的な目標値】 

   ・南部圏域における人口１０万人当たり医師数 

    ２５６．７人（H28） → ２６０．０人（H30） 

 

 

２．計画期間 

  平成３０年４月１日～令和８年３月３１日 
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■西部（※医療介護総合確保区域ごとに記載） 

１．目標 

 西部圏域は、圏域全体に高齢化が進行しています。南部圏域同様、隣接する東部圏域

における医師の地域偏在や診療科偏在により、医師不足が深刻な地域となっています。

例えば、西部Ⅱ医療圏（１．５次）には分娩を取り扱う医療機関がなく、隣接の西部Ⅰ

医療圏まで通院する必要があるなど、地域において必要とされる一般的・標準的な医療

提供体制を確保することが課題となっています。また、医師の高齢化も問題となってお

り、後継者不足から開業医が廃業するなど、医療資源の不足が深刻化しています。 

 このため、圏域内の医療機関間の役割分担と医師派遣などの相互協力体制の整備、Ｉ

ＣＴを活用した連携などにより、効率的な医療資源の活用を目指すため、次の目標を設

定します。 

 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

   【定量的な目標値】 

・平均在院日数 

 38.6 日（平成 28 年度）→38.0 日（平成 31 年度までに） 

・地域における病床の機能分化・連携（地域医療構想の達成） 

 高度急性期： １０床（H30）→ ４７床（R7） 

 急性期  ：３４２床（H30）→２７４床（R7） 

 回復期  ：２５７床（H30）→３１０床（R7） 

 慢性期  ：６３５床（H30）→３７７床（R7） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

   【定量的な目標値】 

   ・介護老人保健施設の開設準備支援  ６０床（１ヵ所） 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

   【定量的な目標値】 

   ・西部圏域における人口１０万人当たり医師数 

    ２００．０人（H28） → ２０２．０人（H30） 

 

 

２．計画期間 

  平成３０年４月１日～令和８年３月３１日 
 

(4) 目標の達成状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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２．事業の評価方法
 

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

平成 28 年 10 月 21 日 

平成 29 年 2 月 28 日 

平成 29 年 3 月 3 日 

平成 29 年 4 月 19 日 

平成 29 年 4 月 24 日 

平成 29 年 6 月 13 日 

平成 29 年 7 月 5 日 

平成 29 年 7 月 6 日 

～7 月 26 日 

平成 29 年 8 月 18 日 

平成 29 年 8 月 28 日 

平成 29 年 9 月 4 日 

平成 29 年 9 月 6 日 

平成 29 年 9 月 7 日 

平成 29 年 9 月 15 日 

平成 29 年 9 月 19 日 

 

平成 29 年 9 月 25 日 

平成 29 年 9 月 26 日 

平成 29 年 10 月 5 日 

平成 29 年 10 月 18 日 

平成 29 年 10 月 20 日 

平成 29 年 10 月 31 日 

平成 29 年 11 月 1 日 

平成 29 年 11 月 8 日 

平成 29 年 11 月 14 日 

 

平成 29 年 12 月 4 日 

平成 29 年 12 月 12 日 

平成 29 年 12 月 18 日 

 

平成 29 年 12 月 19 日 

 

平成 29 年 12 月 27 日 

平成 29 年 12 月 28 日 

 

平成 30 年 1 月 9 日 

平成 30 年 1 月 13 日 

徳島市医師会と協議 

徳島市医師会と協議 

第２回感染地域ネットワーク実務者会議の開催 

徳島市医師会と協議 

第 1 回徳島県臨床研修連絡協議会を開催  

第 2 回徳島県臨床研修連絡協議会を開催 

事業実施にあたり、徳島県医師会と調整 

徳島市医師会と協議 

 

徳島県看護協会と意見交換 

徳島文理大学と意見交換 

徳島県看護協会と意見交換 

徳島県厚生農業協同組合連合会と協議 

徳島県地域医療総合対策協議会の開催 

第 3 回徳島県臨床研修連絡協議会を開催 

５５医療機関、２４市町村、１３医師会、４社団法人、

２医育機関、６保健所、２大学に事業案調査 

徳島県看護協会と意見交換 

徳島市医師会と協議 

徳島県看護協会と意見交換 

徳島市医師会と協議 

徳島県看護協会と意見交換 

徳島県歯科医師会と協議 

徳島県厚生農業協同組合連合会と協議 

徳島大学病院と地域医療支援センター運営事業について

協議 

徳島県看護協会と意見交換 

徳島市医師会及び関係機関との情報共有 

県内臨床研修病院と臨床医確保対策推進事業について 

協議 

徳島大学病院と地域医療支援センター運営事業について

協議 

徳島県看護協会と意見交換 

徳島大学病院と地域医療支援センター運営事業について

協議 

徳島市医師会と協議 

徳島市医師会と協議 

徳島県看護協会と意見交換 

7



平成 30 年 1 月 22 日 

平成 30 年 2 月 5 日 

平成 30 年 3 月 8 日 

平成 30 年 3 月 23 日 

平成 30 年 4 月 16 日 

平成 30 年 4 月 20 日 

平成 30 年 8 月 31 日 

平成 30 年 9 月 19 日 

平成 30 年 9 月 19 日 

平成 30 年 9 月 19 日 

平成 30 年 9 月 20 日 

平成 30 年 9 月 20 日 

平成 30 年 9 月 20 日 

平成 30 年 9 月 20 日 

平成 30 年 9 月 25 日 

 

徳島文理大学と意見交換 

第 4 回徳島県臨床研修連絡協議会を開催 

徳島県地域医療総合対策協議会の開催 

第３回感染地域ネットワーク実務者会議の開催 

徳島県医師会、徳島県歯科医師会、徳島県看護協会と協議 

徳島県医師会、徳島県歯科医師会、徳島県看護協会と協議 

徳島県地域介護総合確保推進協議会の開催 

徳島県看護協会と協議 

徳島県病院局と協議 

徳島県医師会と協議 

徳島大学病院と協議 

徳島大学と協議 

徳島県歯科医師会と協議 

つるぎ町立半田病院と協議 

徳島県地域医療総合対策協議会の開催 

 

 

 

(2) 事後評価の方法 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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３．計画に基づき実施する事業 

 事業区分１－１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設 
又は設備の整備に関する事業 

 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.1（医療分）】 
口腔ケア連携事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

20,600 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県鳴門病院・徳島県歯科医師会 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和４年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域医療構想の実現のためには、平均在院日数の短縮や退院後

の患者に対する医療提供体制の充実が重要であり、周術期におけ

る口腔衛生管理は術後予後の改善につながるとされる。 

そこで、歯科標榜のない病院においても入院時の口腔衛生管理

の充実により平均在院日数の短縮を図るとともに、転院・退院後

においても医科歯科が連携した医療提供体制の質的・量的充実、

急性期から在宅医療に至るまでの流れの更なる円滑化を図る必

要がある。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

 38.6 日（平成 28 年度）→38.0 日（平成 31 年度までに）  

事業の内容 １ 口腔ケア継続支援事業 
歯科標榜のない病院において常勤の歯科衛生士を配置し、入院

患者に対する地域の歯科医師との連携による口腔ケアを行うと

ともに、退院後においてもシームレスに口腔ケアを実施できるよ

うに体制の構築を図る。 
 

２ 口腔ケア連携強化事業 
歯科標榜のない病院に歯科医師、歯科衛生士を派遣し、各種治

療を行うがん患者が口腔管理を受けられるよう調整を行う。ま

た、医科歯科連携のあり方等の調査検討を行うとともに、歯科医

師、歯科衛生士に対する研修を実施し、人材を育成する。 

アウトプット指標 １ 地域医療機関等の職員対象の研修会の開催 １回 
２ 医科歯科連携強化のための研修会の受講者 ９０名 

アウトカムとアウトプット

の関連 

研修等により人材を育成し、効果的・効率的な医療提供体制の

構築を図ることで、平均在院日数の短縮を目指す。 
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事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,600 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,733 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,867 

民 (千円) 

7,733 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

14,600 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

6,000 

備考（注３） H30 年度 13,691 千円、R3 年度 909 千円 

 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.2（医療分）】 
阿南医療センター整備支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,500,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

南部 

事業の実施主体 徳島県厚生農業協同組合連合会等 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

将来あるべき医療提供体制の構築を進めるに当たっては、限ら

れた医療資源を有効に活用するため、より効率的で効果的な体制

の検討が求められている。 

このため、医師の高齢化や慢性的な医師不足により、現状のまま

では、地域医療体制を維持していくことが困難な状況となってい

る、阿南医師会中央病院と阿南共栄病院を統合して、阿南医療セ

ンターを整備し、南部地域における地域医療構想の実現を図る必

要がある。 

 アウトカム指標 南部圏域における機能ごとの病床数 

高度急性期病床：約２００床 

急性期病床  ：約６００床 

回復期病床  ：約６００床 

慢性期病床  ：約６００床 

（平成３７年度までに） 

事業の内容 徳島県南部圏域の中核病院である阿南医師会中央病院（２２９

床）と阿南共栄病院（３４３床）を統合し、街づくりと一体型の

医療機関として「阿南医療センター」を整備するとともに地域医

療機関との連携を促進し、地域完結型医療体制を実現する。 
<病院概要> 
名 称  阿南医療センター 
所在地  徳島県阿南市宝田町川原 
病床数  ３９８床 
指定・認定（予定） 
・地域医療支援病院・救急告示病院・災害拠点病院 
・地域がん診療連携病院・臨床研修指定病院・開放型病院 

アウトプット指標 ・基金を活用して整備する医療機関における病床数 
急性期病床 ２７８床 
回復期病床  ７０床 
慢性期病床  ５０床 

アウトカムとアウトプット 阿南医療センターを整備し、病床機能の転換等による地域医療
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の関連 機関との連携を促進することで、地域における病床機能の分化・

連携を推進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,500,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

250,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

500,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

250,000 

民 (千円) 

250,000 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

750,000 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

750,000 

備考（注３）  

 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.3-1（医療分）】 
病床機能分化・連携促進基盤整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

234,614 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 各医療機関等 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和４年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域医療構想において必要となる機能区分毎の病床を確保す

るため、病床の機能転換等に関する整備を推進する必要がある。 

 アウトカム指標 ３０年度基金を活用して整備を行う回復期の病床数 １０床 

事業の内容 医療機関が地域医療構想において必要とされる病床機能への

転換等を行うために必要な施設整備費又は設備整備費を支援す

る。 
アウトプット指標 ・整備を行う施設数：１施設（令和元年度） 

 整備を行う施設数：１施設（令和２年度） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

病床機能の転換等により、2025 年の病床の必要量と、現時点

での病床数とのかい離の解消に寄与する。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

234,614 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

未定 

基金 国（Ａ） (千円) 

78,204 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

39,103 

民 (千円) 

未定 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

117,307 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

117,307 

備考（注３） R 元年度 10,020 千円、R2 年度 101,887 千円、 

R3 年度 5,400 千円 

 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.3-2（医療分）】 
病床機能分化・連携促進基盤整備事業 

（地域医療構想達成に向けた病床機能再編 

整備事業（基金積立計画事業）） 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

65,386 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 各医療機関等 

事業の期間 令和３年４月 1 日～令和８年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 「団塊の世代」が後期高齢者となる２０２５年を迎えるに当た

り、必要な医療機能がバランスよく提供される体制を構築する必

要があるため、医療機関に対して、今後、不足が見込まれる病床

機能への転換や過剰となることが見込まれる病床機能の削減を

促進する必要がある。 

 アウトカム指標 基金積立計画事業の実施による病床の機能分化・連携の推進 

・急性期 １７０床削減（令和７年度末までに） 

 ・回復期 １１５床増加（令和７年度末までに） 

 ・慢性期 ２１０床削減（令和７年度末までに） 

事業の内容  地域における病床の機能分化・連携を推進するため、地域で不

足する病床への転換及び過剰となる病床の削減に係る施設・設備

整備費を補助する。 

 

※基金積立計画事業全体の事業費は、1,100,000 千円 

 ・H28～R2 基金を活用して事業費を積立 

 ・H30 基金での積立額は、32,693 千円 

アウトプット指標 ・補助を行う施設数：１１医療機関（基金積立計画事業全体） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

 施設・設備整備への支援を行うことで病床の機能分化・連携の

促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

65,386 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

21,795 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,898 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

32,693 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 

14



32,693  

備考（注３）  

 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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 (1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.4（医療分）】 
医療と介護の空きサービス情報共有化推進

事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,100 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・西部 

事業の実施主体 美馬市医師会 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 在宅療養患者を支援する医療･介護資源や人材が不足している

当地域においては、医療と介護に至るまでの一連のサービスが切

れ目なく提供される体制づくりが求められている。また、早期の

家庭復帰、社会復帰を実現するためには多職種による協働、連携

の体制を整備することが急がれる。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

38.6 日（平成２８年度） → 38.0 日 （平成３１年度までに） 

事業の内容  入院や訪問診療等の医療機関、在宅医療に関わる機関で提供さ

れているサービスの内容や利用状況を、ＩＣＴを活用してリアル

タイムで共有することができるシステムの運用地域を拡大する。

地域の実情を踏まえた急性期から在宅医療介護までの機能分化

と連携の推進により、医療機関相互の連携や医療と介護の緊密な

連携が図られ、患者や利用者の状態に応じた地域完結型の医療提

供体制を構築する。 

アウトプット指標 システム運用対象地域の拡大（２４機関→４５機関） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

 入院医療機関や介護事業所の空き情報や提供されているサー

ビスを効率的かつ迅速に把握することが可能となる地域が増加

することで、限られた医療・介護資源が有効に活用され県下全域

での平均在院日数の短縮に寄与する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,100 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

667 

民 (千円) 

1,333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,000 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

100 
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備考（注３）  

 

 (2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 １－１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の

整備に関する事業 

事業名 【No.5（医療分）】 
ＩＣＴを活用した感染対策の地域基盤整備

事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

1,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島大学病院 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

高度急性期から退院後の受け皿となる在宅医療等に至るまで

の連携について、感染症の側面では、耐性菌やアウトブレイク発

症により円滑に進んでいない現状が見受けられる。各機能を担う

医療機関との医療機能分化と連携を進めるため、患者の療養をサ

ポートできるまでの体制整備を図る必要がある。 

 アウトカム指標 徳島県感染地域ネットワーク ICT システムを使用しての相談依

頼件数 １４件(Ｈ２９年)→１５件(Ｈ３０年） 

事業の内容  徳島大学病院が急性期を担う基幹病院として機能を発揮し、Ｉ

ＣＴシステムを活用して各医療施設等が感染症や耐性菌等に関

する患者情報を共有して相談できる体制を整えることにより、後

方支援病院へ的確な感染制御に関する情報を提供することがで

き、急性期から慢性期機能を担う医療機関との医療機能分化と連

携を促進し、病院完結型の医療から地域完結型の医療への転換を

図る。 

アウトプット指標 徳島県感染地域ネットワーク ICT システムの新規登録施設数 
２０件 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 ICT システムを活用することにより患者情報等を共有し、効果

的・効率的な医療施設相互の連携を推進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

667 

基金 国（Ａ） (千円) 

667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

333 

民 (千円) 

0 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,000 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

0 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  
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(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.6（医療分）】 
在宅歯科医療連携室運営事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

11,260 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県歯科医師会 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 多職種と連携し、在宅療養者のケアプラン中に適切な口腔ケア

を組み込み、在宅療養者の口腔ケアを行うことができる訪問歯科

診療体制の構築が必要。 

 アウトカム指標 訪問歯科診療依頼累計件数 
477 件(H23 年度～H29 年度）→502 件(H23 年度～H30 年度) 

事業の内容 地域に根ざした在宅訪問歯科診療を推進するため、東部・南

部・西部の県内３箇所に設置した在宅歯科医療連携室において、

訪問歯科診療に係る相談や歯科診療所の紹介、訪問歯科医療機器

の貸出等を行うとともに、関係職種と歯科診療所との連携調整業

務や住民への広報活動を行う。 

また、引き続き、歯科医療安全確保のための研修会を開催する

とともに、地域包括ケアシステムにおける在宅歯科医療のニーズ

調査をもとに、今後の在宅歯科医療連携室の在り方を検討する。 

アウトプット指標 ・在宅歯科医療連携室だよりの配布部数  2,000 部（H30） 

・歯科診療機器の貸出による診療件数 1,000 件（H30） 

・歯科診療安全確保のためのスキルアップ研修会  3 回（H30） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

 より一層の訪問歯科診療推進を図るため、多職種との連携を強

化し、また訪問歯科診療在宅療養機材の貸出を行い、在宅療養者

が歯科診療を受診しやすい環境を整える。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

11,260 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,507 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,753 

民 (千円) 

7,507 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

11,260 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 
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備考（注３）  

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.7（医療分）】 
在宅医療支援のためのかかりつけ医研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

54,700 千円 

事業の対象となる医療介

護総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県医師会 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 全人的な医療を提供できる医師を増加させることにより、患者

が入院医療機関から住み慣れた地域への在宅復帰（退院）を安心

して選択できる、在宅医療提供体制の充実を図る必要がある。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

38.6 日（平成２８年度） → 38.0 日 （平成３１年度までに） 

事業の内容 在宅医療において、日常遭遇する疾患や障害に対して適切な初

期対応と必要に応じた継続医療を全人的に提供できるよう、専門

領域に関わらず、かかりつけ医としての幅広い知識向上のための

研修を行う。 

また、在宅医療に携わる従事者の支援として、在宅チーム医療

の現場でのリーダー（医師）の育成を目的とした研修会を開催す

る。 

アウトプット指標 ・研修会の開催件数   ４５回 

・研修の参加医師参加者数  のべ ３，０００人 
アウトカムとアウトプッ

トの関連 

 在宅医療を中心に、全人的な医療を提供できるかかりつけ医を

養成することを目的とした研修を行うことで、自宅等の住み慣れ

た地域への在宅復帰（退院）を選択する患者の増加と、入院期間

の短縮を促進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

54,700 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

18,233 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,117 

民 (千円) 

18,233 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

27,350 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

27,350 

備考（注３）  

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.8（医療分）】 
在宅医療課題解決策支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

5,914 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県医師会等 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 患者の入院医療機関から住み慣れた地域への在宅復帰（退院）

を推進するためには、在宅医療・介護の連携に取り組んでいる関

係者間の情報共有及び協働が必要。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

 38.6 日（平成２８年度）→38.0 日 （平成３１年度までに） 

事業の内容  在宅医療に関わる様々な職種に共通している課題の抽出を行

い、各関係機関等に普及・啓発等を行うことで、課題及び解決策

の共有を図る。 

アウトプット指標  課題解決に向けた取組の普及・啓発を目的とした会議等に出席 
する職種の数及び総人数 →  
３職種及び１０人（令和元年度） 
２職種及び５人 （令和２年度） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 在宅療養に関係する多職種に課題解決の方法等を共有してい

ただくことで、スムーズな在宅復帰（退院）に繋がり、平均在院

日数の短縮に繫がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,914 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

未定 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,943 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,971 

民 (千円) 

未定 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,914 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） R 元年度 3,000 千円、R2 年度 2,914 千円 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.9（医療分）】 
訪問看護体制支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

47,583 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県看護協会等 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日※ 以降継続予定 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在院日数の短縮化や，医療ニーズの高い在宅療養者に対する適切

な看護サービスの提供が求められる中，在宅医療は慢性期及び回

復期患者の受け皿として，さらに看取りを含む医療提供体制の基

盤の一つとして期待されている。 

 アウトカム指標 訪問看護ステーション利用者数 
 2,889 名 (平成 28 年度)→2,900 名 (平成 31 年度までに) 

→3,300 名 (令和 2 年度までに) 
事業の内容 県民が住み慣れた地域の中で療養生活が送ることができるよう

に，「訪問看護支援センター」を中心に，医療機関等と連携し，

訪問看護に関する相談・教育研修等を行うことにより 24 時間・

365 日訪問看護が提供できる体制を構築することを支援する。 

アウトプット指標 訪問看護に関する研修等の開催 10 回 
研修への参加者数 延 200 名 
訪問看護に関する研修等の開催 6 回(令和元年度) 

アウトカムとアウトプット

の関連 

訪問看護の提供体制が整備され，在宅療養の環境が整うことによ

り，訪問看護を利用する人が増加する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

47,583 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

27 

基金 国（Ａ） (千円) 

31,722 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

15,861 

民 (千円) 

31,695 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

47,583 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） H30 年度 30,809 千円、R 元年度 16,774 千円 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.10（医療分）】 
慢性期機能における医療介護連携推進のた

めの研修事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

2,450 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県慢性期医療協会 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 今後、慢性期医療を有する療養病床から退院（在宅復帰）する

患者及び早期の退院（在宅復帰）者の増加にともない、医療機関

における退院調整部門以外の職員においても、入院から退院（在

宅復帰）まで、課題分析等に対応する必要がある。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

38.6 日（平成２８年度） → 38.0 日 （平成３１年度までに） 

事業の内容  慢性期機能を有する医療機関におけるスタッフ（作業療法士・

管理栄養士 等）に対し、病院・施設内での医療的な対応のみな

らず、様々な状況を想定した在宅療養への移行や在宅療養者への

適切な対応を学ぶ、質の高い慢性期医療の提供を目指した研修会

を開催する。 

アウトプット指標 ・研修会開催数 ３回（平成３０年度） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

 慢性期機能を有する医療機関のスタッフへ在宅療養への移行

の意識付けがなされることにより、退院（在宅復帰）を選択する

患者が、早期の退院（在宅復帰）を選ぶ割合が増加する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,450 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,633 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

817 

民 (千円) 

1,633 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,450 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.11（医療分）】 
在宅医療提供体制整備事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,593 千円    

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県等 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 患者の入院医療機関から住み慣れた地域への在宅復帰（退院）

を推進するためには、県内各地域において、在宅医療・介護の連

携に取り組んでいる関係者間の情報共有及び協働が必要。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

 38.6 日（平成２８年度）→ 38.0 日 （平成３１年度までに） 

事業の内容  県内全域で質の高い在宅医療・介護が受けられる環境を整える

ため、在宅医療のあり方や将来の方向性の検討や意見を聴き取る

「在宅医療・介護推進協議会」を開催する。 

アウトプット指標 「在宅医療・介護推進協議会」参加者数 ２０人（H30） 
在宅医療と介護の連携に係る会議への参加者数 ２０人（R1） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 在宅医療・介護のあり方を検討する協議会を通じ、地域におい

て在宅医療・介護の連携に取り組んでいる関係者間で、地域の特

性（中心地域／中山間地域）に応じた効率的な在宅医療の提供体

制の共通認識が醸成されることで、自宅等の住み慣れた地域への

在宅復帰（退院）を選択する患者の増加と、入院期間の短縮を促

進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,593 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,728 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,062 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,531 

民 (千円) 

1,334 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,593 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

1,334 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） H30 年度 1,593 千円、R 元年度 3,000 千円 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.12（医療分）】 
在宅医療・介護コーディネート事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県等 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 患者の入院医療機関から住み慣れた地域への在宅復帰（退院）

を推進するためには、在宅医療・介護の連携に取り組んでいる関

係者間の情報共有及び協働が必要。 

 アウトカム指標 県内における退院時連絡実施率の増加 
退院時連絡実施率 76.5% （平成２８年１２月時点） 
        →78.0% （平成３１年度までに） 

 
※退院時連絡実施率…介護支援専門員等が把握している退院患

者の内、退院時に入院医療機関から介護支援専門員等へ連絡があ

った割合。 

事業の内容  地域包括ケアシステムの構築及び在宅医療・介護サービスの充

実に向けて、市町村のサポートや市町村圏域を越えた課題の解決

等に対して、保健所が中心となり対応する。2 次（1.5 次）医療

圏単位での、在宅療養患者の入退院時の円滑な情報共有に向けた

「退院支援ルール」の定着を図る。 

アウトプット指標 退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 ３回（H30） 
退院支援ルールの定着・改善に係る会議の開催 ２回（R1） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 退院支援連絡実施率が増加することで、スムーズな在宅復帰

（退院）に繋がり、平均在院日数の短縮に繫がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

4,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,000 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） H30 年度 2,865 千円、R 元年度 3,135 千円 
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(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.13（医療分）】 
退院支援担当者配置等支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

45,172 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 患者の入院医療機関から住み慣れた地域への在宅復帰（退院）

を推進するためには、県内各地域において、在宅医療・介護の連

携に取り組んでいる関係者間の情報共有及び協働が必要。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

 38.6 日（平成２８年度）→ 38.0 日 （平成３１年度までに） 

事業の内容  退院後、間もない再入院や要介護度の悪化を防ぐため、適切な

退院調整を行い、患者の状況に応じた在宅医療・介護サービスの

提供を行う必要があることから、医療機関の退院支援担当者の配

置を支援する。 

アウトプット指標 本事業を活用して退院支援担当者を配置する医療機関数 
５機関（平成３０年度） 
３機関（令和元年度） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 適切な退院支援業務を行う担当者の配置を行う医療機関が増

加することで、スムーズな退院（在宅復帰）に繋がり、平均在院

日数の短縮に繫がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

45,172 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

未定 

基金 国（Ａ） (千円) 

15,057 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,529 

民 (千円) 

未定 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

22,586 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

22,586 

備考（注３） H30 年度 10,954 千円、R 元年度 11,632 千円 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.14（医療分）】 
在宅医療・介護連携サポート事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

6,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和２年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 患者の入院医療機関から住み慣れた地域への在宅復帰（退院）

を推進するためには、県内各地域において、在宅医療・介護の連

携に取り組んでいる関係者間の情報共有及び協働が必要。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

 38.6 日（平成２８年度）→ 38.0 日 （平成３１年度までに） 

事業の内容  訪問診療を受けている在宅患者が入院治療を必要とした際に、

適切な入院可能医療機関を探し、紹介する仕組みである「後方支

援ネットワーク」の構築を支援する。 

アウトプット指標 本事業を活用して後方支援病院ネットワークの構築に取組む 
医療機関等の数  ２か所（平成３０年度） 
         １か所（令和元年度） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 後方支援病院ネットワークが構築された地域が増加すること

で、安心感をもって在宅医療を提供する医療機関が増加し、入院

医療機関から早期に退院（在宅復帰）される患者が増加すること

で、平均在院日数の短縮に繫がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

未定 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,000 

民 (千円) 

未定 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） H30 年度 3,000 千円、R 元年度 3,000 千円 

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.15（医療分）】 
在宅医療普及啓発事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県医師会等 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 在宅医療を推進するためには、在宅医療を提供する側の体制整

備だけでなく、地域住民が在宅医療や介護について理解し、在宅

での療養が必要となったときに、人生の最終段階におけるケアの

在り方や在宅での看取り等も含めた必要なサービスを適切に選

択することが重要。 

 アウトカム指標 在宅医療への理解が深まった住民の累計数 

  ４５５人（H29 年度）→６０５人（H29 年度～H30 年度）   

事業の内容  在宅療養における知識（受けられるサービス内容、利用方法及

び関係する職種 等）について、県民向けに普及啓発を行う。 

アウトプット指標 ・在宅医療の普及啓発を目的としたシンポジウムの開催 
 ３回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 在宅医療の普及啓発を行うことで、事業実施後における住民の

方の在宅医療への理解が深まる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,000 

民 (千円) 

2,000 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

2,000 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３）  

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.16（医療分）】 
重症心身障がい児安心確保事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

4,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 医療的ケアを要する重度の障がい児を支援する障がい児通所支

援事業所 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在宅医療を推進するためには、医療的ケアを要する重度の障がい

児を支援する障がい児通所支援事業所の受入枠を確保し、家族の

介護負担を軽減する必要がある。 

 アウトカム指標 新規設置又は受入拡充の事業所の定員数  

１０８人(H30)→１２８人(H31) 

事業の内容 事業所の新規設置又は受入拡充のために必要な備品購入に要す

る費用の一部を補助する。 

アウトプット指標 事業所数 ４か所の増加 
アウトカムとアウトプット

の関連 

事業所の新規設置又は受入拡充により、利用者数の増加が可能と

なる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

667 

民 (千円) 

1,333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,000 

備考（注３）  

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.17（医療分）】 
障がい者（児）歯科医療対応力向上事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

500 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

 

事業の実施主体 徳島県歯科医師会 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

障がい者（児）歯科診療については，治療ができる医療機関が

少なく，課題となっている。 

具体的には,県歯科医師会口腔保健センター心身障害者歯科診

療所での受診は，予約から受診までに２～３か月程度要してお

り，患者である障がい者（児）が適時適切な歯科診察を受け難い

状況にある。 

このため，障がい者（児）歯科診察に関し，患者に身近な地域

の開業歯科医の知識と対応力の向上を図り｢見つける一般医，診

る専門医｣（地域の開業医で予防・早期発見，高度な治療は心身

障害者歯科診療所で実施）の体制づくりに取り組む必要がある。 

この取組により,在宅の障がい者（児）の歯科医療の充実につ

ながる。 

 アウトカム指標 障がい者（児）受入開業歯科診療所  

26 機関（H30 年度当初）→30 機関（H31 年度当初） 

※歯科医療機関数は「医療とくしま」の登録データによる。 

事業の内容 ・在宅要介護障がい者等のための口腔ケアマニュアルの作成 
・障がい者歯科専門医による開業医・関係団体向け講習会の開催 

アウトプット指標 講習会の開催回数 ２回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

講習会の開催により，障がい者（児）受入開業医数の増加に資す

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

500 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

167 

民 (千円) 

333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

500 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.18（医療分）】 
歯科医療関係者在宅医療対応力向上支援事

業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

500 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県歯科医師会等 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

後期高齢者の特性に応じた診療や保健指導に対応できる歯科医

療従事者のレベルアップにより、県内の歯科医療、訪問歯科診療

の向上を図る必要がある。 

 アウトカム指標 後期高齢者歯科健診協力歯科診療所数の増加 

 ３８１件（平成 30 年度当初）→３８４件（平成 31 年度当初） 

事業の内容 平成２７年度より後期高齢者に対し、歯・歯肉の状態や口腔清

掃状態等をチェックし、口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防す

るための歯科健康診査を実施しているが、平成３０年度からは在

宅で介護を受けている後期高齢者にも対象を拡大する。そこで、

新たに対象となる方の歯科健診のための「訪問歯科健診マニュア

ル」を作成し、説明会を開催する。 
（１）訪問歯科健診マニュアルの作成 
（２）説明会の開催 

アウトプット指標 説明会参加者数 ２０名 
 

アウトカムとアウトプット

の関連 

新規協力歯科診療所及び継続協力歯科診療所を対象に、後期高

齢者の特性に応じた診療及び保健指導に関する説明会を開催す

る事業であり、新規協力歯科診療所が増えることにより、後期高

齢者の健診診療所が増え、受診率の向上に繋がる。また、高齢者

の歯・歯肉の状態や口腔清掃などをチェックし、口腔機能の低下

や肺炎等の疾病を予防することにより、健康寿命の延伸にも繋が

る。 
また、マニュアルを作成することにより、在宅訪問歯科診療の充

実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

500 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

167 

民 (千円) 

333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) うち受託事業等
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500 （再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.19（医療分）】 
医療健康ビッグデータ活用促進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

500 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

ビッグデータの分析から医療資源や医療ニーズに関する情報

を見える化し、入院から在宅医療への移行に係るデータ分析な

ど、関係者間で情報共有できる体制を構築するため、検討会議を

開催する。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

 38.6 日（平成２８年度）→ 38.0 日（平成３１年度までに）  

事業の内容 診療行為ごとの医療提供実態把握や、在宅医療の利用実績によ

る地域ケアの分析等から医療資源や医療ニーズに関する情報を

見える化し、関係者間で情報共有できる体制を構築するため、検

討会議を開催する。 

アウトプット指標 医療健康ビッグデータ活用推進に向けた検討会議の開催：２回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

検討会議を開催し、入院から在宅医療への移行等に係るデータ

分析に向けて協議を行うことで、在宅医療の更なる推進が図られ

るとともに地域で的確な医療を提供することが可能となり、平均

在院日数の短縮につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

500 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

333 

基金 国（Ａ） (千円) 

333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

167 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

  500 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.20（医療分）】 
リハビリ専門職配置支援事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

46,392 千円 

   

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成３０年４月１日～令和３年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

早期の退院（在宅復帰）を目指すためには、一定程度の日常生

活動作を行えることが必要であるので、地域包括ケア病棟や回復

期リハビリテーション病棟などにおいて、リハビリ専門職による

リハビリを積極的に行う必要がある。 

 アウトカム指標 平均在院日数 

38.6 日（平成２８年度）→38.0 日（平成３１年度までに）  

事業の内容 患者の在宅復帰に向けて、身体機能を一定の水準（自らトイレ

に行くことができるなど）で留めておくことで、患者及びその家

族のＱＯＬの低下を防ぐため、リハビリを行うリハビリ専門職の

配置を行う医療機関に対して、その配置に係る経費の一部を支援

する。 
ＱＯＬの低下を防ぐことで、在宅復帰が進み、在宅医療提供体制

の構築が図られる。 

アウトプット指標 ・本事業を活用し、リハビリ専門職を配置した医療機関数 
 ５医療機関（平成３０年度） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

リハビリ専門職を配置し、リハビリを行う体制を整えた医療機関

数が増加することで、早期の退院（在宅復帰）に繋がる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

46,392 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

未定 

基金 国（Ａ） (千円) 

30,928 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

15,464 

民 (千円) 

未定 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

46,392 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

0 

備考（注３） R 元年度 10,890 千円、R2 年度 35,502 千円 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

38



(1) 事業の内容等 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.21（医療分）】 
ＩＣＴ地域医療・介護連携推進事業 

【総事業費 

（計画期間の総額）】 

3,476 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

東部・南部・西部 

事業の実施主体 徳島県医師会 

事業の期間 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

 入退院を繰り返す在宅療養患者の傾向を把握し、効率的な在宅

医療の提供を行う体制の整備が必要。 

 アウトカム指標 システム登録延べ患者数  

４２５名（平成３０年２月）⇒ ４５０名（平成３２年度末）  

事業の内容 平成２９年度までに構築したＩＣＴを用いた在宅医療システ

ムの運用を行い、在宅医療を提供する医師を中心とした多職種が

当該システムを円滑に利用できる体制を継続する。 
症例検討をベースにした情報共有体制を構築し多職種間でシス

テム活用された症例について共有し、在宅における重症症例や看

取り症例の受入体制を構築する。 

アウトプット指標 在宅医療支援システム導入郡市医師会数 
９団体（平成３０年２月）→１２団体（平成３１年度末） 

アウトカムとアウトプット

の関連 

 在宅医療に関するデータを分析した結果を用いて、地域の郡市

医師会を支援する在宅医療支援システムの構築を行うことで、地

域の特性（中心地域／中山間地域）に応じた効率的な在宅医療の

提供体制が構築され、システム登録患者数が増加する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,476 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,584 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

792 

民 (千円) 

1,584 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,376 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,100 

備考（注３）  

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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